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長田駅周辺など，総合的な市街地整備が必要な６地

区を，建築基準法84条に基づく建築制限区域に指定

し，各地区のまちづくり案を発表した．

復興まちづくりに取り組む基本方針として，同年

６月に「神戸市復興計画」を策定して「安心」「活

力」「魅力」ある都市づくりを，市民との「協働」

によって取り組んでいくこととした．

大震災により，壊滅的な被害を受けたJR六甲道

駅南地区（5.9ha）は，「第４次神戸市総合基本計画」

において東の副都心に位置づけられ，地区の一部で，

駅前広場と市街地改造ビルが整備（1978年完成）さ

れていたが，大部分は低層の住宅・商業・業務が混

在した密集市街地だった．

神戸市では，当地区において都心機能の導入を図

り，道路，公園等の公共施設整備とあわせて良好な

住宅供給，商業・業務環境の改善を行い，災害に強

い防災拠点として早期に復興を進めることが焦眉の

課題であったので，1995年３月17日に市施行の震災

１．はじめに－我国都市に迫る大震災

阪神淡路大震災が起こった1995年から10年間に世

界で発生したマグニチュード６以上の地震回数の

内，新潟県中越，福岡県西方沖など，その23％が日

本で発生し，つい先月の７月にも新潟県中越沖にて

発生し大きな被害をもたらした．

さらに今後，東海・東南海・南海等のプレート型

巨大地震到来の切迫性が叫ばれ，安全・安心社会の

確立に向け，防災・減災対策の総合的な実施が急が

れている．

災害復興を巡って我国の都市計画行政は，関東大

震災後の帝都復興院事業や戦災復興事業等を通じ諸

制度が整備されてきたが，その適用過程でこれまで

いくつかの解決すべき課題に遭遇している．阪神・

淡路大震災の復興事業にも共通する事項として，地

元住民の反対運動，行政側の迅速丁寧なアカウンタ

ビリティ，都市特有の零細権利者対策，地区レベル

の防災拠点整備等が挙げられる．

ここでは住民との協働により新生なった六甲道駅

南地区を紹介する．

２．震災復興に向けた神戸市の基本スキーム

神戸市では，震災２週間後に六甲道駅周辺及び新

震災復興による新生のまち六甲道駅南地区
～住民との協働による防災拠点整備～

田 谷 孝 壽＊

1953年８月生
大阪大学大学院工学研究科建築工学専攻
博士前期課程修了（1983年）
現在，神戸市都市計画総局，建築指導部，
主幹，工学修士，建築工学
TEL：078-322-5599
FAX：078-322-6116
E-mail：takahisa_tatani@office.kobe.jp

＊Takahisa TATANI

企業リポート

Urban Renewal in‘Rokkoumichieki－south district’by the recovery from

‘Hanshin－awaji earthquake disaster’

～Construction of the disaster prevention facility by working in cooperathion with residents～

Key Words：Working in cooperathion with residents

神戸市復興計画　1995年６月



2

生産と技術 第59巻　第４号（2007）

復興事業として，震災復興第二種市街地再開発事業

の都市計画を決定した．

３．六甲道駅南地区の震災復興再開発の特色

震災時，駅前の既存ビル等が倒壊したほか，多く

のマンション，木造家屋が被災し，再開発事業区域

の全建物の内，65％が全半壊の被害を受け，34人が

死亡した．

復興事業に求められる最大の使命は，権利者との

合意形成を図り，事業を迅速に進め，被災者の早期

生活再建を実現することである．

事業の各段階において，次の対応・工夫を行った．

①事業区域内での仮設住宅，仮設店舗の早期建設　

②飛び管理処分による受皿住宅等建設敷地確保

③まちづくり協議会方式による合意形成

（1）早期仮設住宅，仮設店舗の建設

一般的に，再開発は小売市場等の商業地区で実施

例が多く，同地区内の居住者が少ないので，商業施

設と異なり仮設住宅の地区内への立地限定性が弱

い．このため，地区内に仮設店舗の建設例はあって

も，仮設住宅の建設例は少なく，仮住居補償により，

それぞれ地区外での生活を確保することが多い．

しかし，当地区では権利者のうち事業上の生活者

の77％，489世帯が住宅居住者であり，加えて仮住

居補償により移転先を確保するにしても，周辺も被

災している状況で各々に移転先を確保するよう求め

ることは不可能であり，仮設住宅の建設は，事業開

始時からの緊急課題であった．

仮設住宅の早期建設により，権利者の近隣居住が

可能となり，後述のまちづくり協議会の活動に参画

する環境を整える上でも有効であった．

（2）受皿賃貸住宅の先行着工と工区分割

先行買収によりまとまった敷地が確保できた工区

では，住宅困窮者の生活再建を優先させるため，ま

ず，受皿賃貸住宅の建設に先行着手し，各地区に３

棟120戸の住宅を供給した．

また，事業計画上も，できるところから工区分割

も行い，工区間での飛管理処分計画決定（正式には，

特定分譲）や建築工事に着手し，事業進捗を図った．

４．二段階都市計画による合意形成

復興事業における計画決定の手続きは，地区の骨

格を決める「第1段階の都市計画」と，住民との話

し合いによる合意形成を得た上で地区の詳細を決定

する「第２段階の都市計画」とに分かれている．

第２段階での住民参加の手法としては，震災以前

から進めていた「まちづくり協議会」方式を採用した．

1980年代当時，我国には，地区単位等でのまちづ

くり計画を担保する手段がなかったため，ドイツの

βプランを参考に建設省が中心となって地区計画の

制度化と適用手法を検討していた．

その第１号が1981年に定めた「神戸市地区計画及

びまちづくり協定等に関する条例（通称：まちづく

り条例」に基づく方式である．

まちづくり条例に基づき「まちづくり協議会の認

定」「まちづくり構想の策定と市長への提案」など

の手続きの整備と，まちづくり助成・コンサルタン

ト派遣という地元主体の活動を支援する制度を整え

てきており，先導的な地域でのまちづくり支援への

取り組みに多くの実績があった．

震災復興事業では，次のような役割を期待し，計

画づくりに地元の意向を反映させるため，市内で約

50の「まちづくり協議会」が組織化されている．

①住民合意により事業を進めるという

行政の姿勢を示す

②住民の個々の意見を引き出し合意形成の場

③住民と行政の協働のまちづくりを

推進することができる住民側の主体

震災からわずか２ヶ月後の都市計画決定に対し，

「避難者への周知徹底が充分行われなかった」等市

民からの批判があった．

都市計画決定時には意見書提出が多数あり，都市

計画決定後地元に入った段階から市の姿勢に対する

まちづくり協議会方式
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な市民の憩いの場となる防災機能を持つシンボル公園」

の計画案を作成し，まちづくり連合協議会に報告した．

その結果，地元計画案としてまちづくり提案」が

提出され，市は地元の意向を最大限尊重して，平成

９年２月に，公園の形状，及び，面積を変更する都

市計画の変更を行った．

（２）東部副都心全体の防災拠点

災害時に総合防災拠点となる灘区役所に隣接し，

JR六甲道駅に近接しているという特徴を活かした

防災機能を充実させた公園整備を行った．

【ハード面機能】①一時避難用の広場（芝生広場），

②100ｔ耐震性防火水槽③井戸や仮設トイレ用下水

設備（５基）④消防団倉庫の設置等．

【ソフト面機能】災害時に①区役所と連携した情報

拠点②ボランティア活動の拠点③救援物資の集配拠

点④帰宅困難者への支援拠点等が期待される．

さらに，新たな入居者や行政・防犯・防災・教育

などの専門職関係者を交えて組織改変を行い「六甲

道南公園管理会」を新たに発足している．

（３）イタリア記念広場

「日本におけるイタリア年2001記念財団」より，

同じ地震国であるイタリアとして震災復興に寄与し

たいとの申し出を受け，六甲道南公園の国道２号に

面した南部分を舞台としイタリアと日本の若手デザ

イナーを対象に国際デザインコンペを実施した．

結果，応募総数72点の中からイタリア・ヴェネチ

反発が起きた．しかし，都市計画の早期決定は，

①市の復興の方針，骨格となる

まちづくりのビジョンを早期に明示．

②個別の復旧活動による無秩序なまちの再生を

防止するため，建築制限を継続．

③事業用仮設住宅・店舗の早期建設

などの理由によるもので，その後の復興過程にお

いては評価されたと考えている．

以上のような経緯をふまえ，住民・権利者との意

志疎通をはかるため，まちづくり協議会を組織する

よう働きかけ，自治会をベースに4つの協議会と，

共通問題を話し合う場としての連合協議会が地震の

半年後に発足している．

その後，各まちづくり協議会の提案をベースに，

順次，事業計画や管理処分計画の決定，建築工事の

着工へと進むことになった．

５．住民との協働による六甲道南公園の整備

（１）公園計画案の決定まで

地元での最大の論点は，5.9haの地区に中央の1ha

の防災公園整備の是非に関するものだった．

まちづくり連合協議会の分科会として1997年に発

足した「公園計画検討委員会」が13回にわたり委員

会を開催し，小規模分散案など住民案も含めいくつ

かの代替案を作成し，協議・調整を重ねた．

震災を経験した住民の意見を反映し「水と緑豊か



4

生産と技術 第59巻　第４号（2007）

網パターン化し，歩行者空間の確保により安全性向

上と交通の整流化のために一方通行処理とした．

歩道は３・６番街側への片側歩道とし，４・５番

街の建物北側を地区計画の地区施設として，セット

バック，歩道状空地（W=３m）を確保した．

また，地域が道路の清掃，美化などを行う代わり

に道路を震災から再生した街にふさわしい，親しみ

に溢れた，安全で安心できる街，神戸らしいセンス

が感じられる街空間として，市民が憩い交流を深め

るための空間として利用したいとの申し出もあり，

神戸市と地元でタイアップして道路の管理を行って

いくなど新しい試みも進めている．

６．最後に

再開発ビル全棟の完成に続き，当復興事業の最終

部分である六甲道南公園が完成し，2005年９月に，

「六甲道まちびらき行事」を地元との協働により，

盛大に開催した．

災害に強い副都心を目指し，一体的な社会資本整

備と都市機能の高度化を図るため，震災復興市街地

再開発事業に取り組んだ過程は，地域住民との協働

のまちづくりそのものであった．

それは，地域全体の防災拠点として構想段階から

ワークショップ方式による六甲道南公園の計画づく

りや管理体制づくりに象徴されている．

この「協働のまちづくり」による取り組みが今後，

不幸にして被災都市が発生した場合の復興計画への

参考になればと期待します．

最後に，本市においては，あの大震災の折に阪大

同窓生はじめ多くの方々から，多くのご支援を頂い

たことをこの場を借りて厚くお礼申し上げます．

アの女性建築家２人の案が当選し採用した．

【最優秀作の設計意図】

広場中央には，地盤のうねり(地震)を表現した

Valley（バレー）を配置し，自然への畏敬と被災に

負けず立ち上がる市民の勇気への敬意を表現している．

（４）アクセス道路の整備計画

メインアクセス動線として国道２号に接続する六

甲道駅南線（道路幅W=22m）および桜口深田線

（W=13m）を配置，サブ動線として六甲道駅前線

（W=15m），六甲道駅南１号線（W=8m）および六

甲道駅南２号線（W=8m）を配置．また，災害時

にはJR六甲道駅と公園の歩行者動線を確保するた

め，六甲道南公園線（W=15m）を２番街東側に配

置した．

各地区内駐車場の出入り口は交通量の多い幹線道

路を避け，３・４番街は六甲道駅南１号線，５・６

番街は六甲道駅南２号線に設置した．

公園に接道する両路線は通過交通を排除した道路

六甲道駅南地区　2005年９月時点


